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○研究背景
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北海道水道ビジョン（平成23年）
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(A)優れている。　　　　　　　(B)良好、適切である。　　(C)やや劣っている。見直しが必要。　
(a)極めて高い、適切である。  (b)高い、適切である。 　 (c)低い、改善の余地がある。

　成果の活用の可能性

平成28年度
HPLCによるクロロフィルa、クロロフィルb及びフィコシアニンの分析法を確立し、実
際の水道原水試料について分析を行う。
確立した分析法により色素を測定する。蛍光顕微鏡によるピコプランクトン数の測定
も並行して行い、色素の分析値の有効性を検討する。
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【説　明】
近年、水道原水の浄化行程における濁度障害原因生物の一つとしてピコプランクトンが注目されている。本研究では蛍
光顕微鏡を用いた計数に代わる簡便な方法として、色素によるモニタリング手法の確立を目指すものである。浄水場に
おけるピコプランクトン対策を構築する上で極めて有用な研究であり、早期に取り組む必要があると考える。
【意　見】

　研究計画の適切性

　メンブランフィルターによるろ過を行い、ピコプランクトンを分画し，色素抽出を行う。クロロフィル類であるクロロフィルa
及びクロロフィルb、フィコビリン類であるフィコシアニンについて、HPLCによる測定を行う。蛍光顕微鏡を用いた観察による測
定と比較を行い、その相関を求める。

　ピコプランクトンによる水道浄水の濁度上昇が起これば、浄水場では凝集剤や塩素剤の投入などの処理を行う。ピコプランクト
ンの増減を監視し、早期に処理を行うことができれば、低コストで安定した水道水の供給を行うことが可能である。現状ではピコ
プランクトン量の測定は蛍光顕微鏡を用いた観察によるもので、機器整備と共に専門的な生物学的知識及び経験を要する。ピコプ
ランクトンの発生量を通常使用の機器分析により化学的に測定することが強く望まれている。

　全国の浄水場において、安全な水道水の供給を行うため、ろ過池出口の水の濁度を0.1以下に維持することが求められている。
しかしながら、原水の状況により、0.1を超えてしまう事例もある。濁度上昇の原因の一つとして、水道水源で大きさ2 µm以下の
微小な藻類（ピコプランクトン）が増殖し、浄水過程で除去できないことが挙げられる。浄水場では凝集剤や塩素剤を増やす等で
緊急の対応を行っている。北海道内の浄水場も、近年、札幌市や千歳市でピコプランクトンによる浄水の濁度上昇の問題が報告さ
れている。
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○年次別目標（研究計画の適切性）
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　HPLCによるピコプランクトンの計量が可能となれば、水道水質基準項目の調査と並行して測定できる。このことにより、各分析
機関の水質試験室で、その発生量の監視が簡便に行われ、その増殖の季節変化を明らかにでき、環境因子との関連も推定できる。
さらに発生量の増加が予測できることから、適切な時期に殺藻処理や取水口の調整を行うことで、効率的な浄水処理が期待でき
る。

　「北海道水道ビジョン」（平成23年）では、「表流水を利用することで発生する様々なリスクに対処する必要がある」と表記さ
れている。ピコプランクトンの増加に伴う濁度上昇により、浄水場における処理過程が増え、労力や費用が増える。このことか
ら、北海道がその実態や対策について調査研究を進める必要があると考えられる。

　ピコプランクトンが持つ色素は、クロロフィル類、フィコビリン類など、分類上のグループによって異なる。それらの色素につ
いて、一般の藻類（ナノプランクトン、マイクロプランクトン）から抽出したものをHPLC-蛍光光度法で測定した報告ある。

【総合評価】
  本研究は、原水の濁度増加の原因の一つであるピコプランクトンのモニタリング手法を確立し、浄水場の負担を緩和
することにより、質の高い水の供給を可能にするという重要な研究課題であり、優先的に取り組む必要がある。

【自己評価】
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【個別評価】 　研究課題の適切性
　道が取り組む必要性

年次等主な目標（項目）

平成29年度

○成果の活用策（成果の活用の可能性）

○研究内容（研究目的及び研究内容の適切性）

）

研究期間及び

所要見込額
（千円）

初年度 次年度 次々年度以降年度 全体所要額

・関係機関等との連携・役割分担（国等の研究機関、民間企業との連携・役割分担）

平成28

～

　北海道内には、ピコプランクトンの増加による原水の濁度上昇が認められている浄水場（札幌市、千歳市）がある。そのような
浄水場に協力を求め、原水試料を入手する。浄水場の水質試験室では、顕微鏡を用いてピコプランクトンの計数を行っているとこ
ろもある。

・研究ニーズ（重要性・緊急性）

　本研究では、水質基準項目の分析と同様に化学分析で簡便にピコプランクトン量をモニタリングする手法を開発する。ピコプラ
ンクトンが持つクロロフィル類やフィコビリン類の色素を対象としてHPLCを用いた分析方法を検討する。さらに水道原水中のピコ
プランクトンの計量について、それが有効かどうか確認する。

・これまでの研究成果・知見、外部機関の知見等の活用の考え方
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○研究目的

）平成29 ）

共同研究機関
（協力機関）
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